
●
樋
口
真
吉
の
江
戸
末
期

か
ら
少
し
時
代
を
遡
り
ま

す
が
ご
了
承
下
さ
い
。

表
題
に
掲
げ
た
よ
う
に
幡

多
に
は
皇
族
が
何
故
か
二

度
配
流
に
な
っ
て
い
る
。

〇
１
２
２
１
年
承
久
の
乱

承
久
の
乱
（
じ
ょ
う
き
ゅ

う
の
ら
ん
）
は
、1

2
2
1

年
（
承
久3

年
）
に
、
後

鳥
羽
上
皇
が
鎌
倉
幕
府
の

執
権
で
あ
る
北
条
義
時
に

対
し
て
起
こ
し
た
、
貴
族

政
権
を
率
い
る
後
鳥
羽
上

皇
と
鎌
倉
幕
府
の
対
立
抗

争
で
あ
る
。
鎌
倉
幕
府
が

勝
利
を
飾
り
、
鎌
倉
時
代

初
期
の
幕
府
と
貴
族
政
権

や
治
天
の
間
に
存
在
し
た

緊
張
・
融
和
な
ど
の
諸
関

係
が
も
た
ら
す
政
治
史
の

一
つ
の
帰
結
で
あ
っ
た
と

さ
れ
る
。

日
本
史
上
初
の
朝
廷
と
武

家
政
権
の
間
で
起
き
た
武

力
に
よ
る
争
い
で
あ
る
。

後
鳥
羽
上
皇
が
鎌
倉
幕
府

に
反
旗
を
翻
し
た
事
件
で

後
鳥
羽
上
皇
は
敗
戦
後
に

隠
岐
の
島
に
流
罪
と
な
り

土
御
門
上
皇
は
幡
多
に
自

ら
進
ん
で
配
流
と
な
っ
た
。

そ
の
痕
跡
は
何
故
か
四
万

十
市
蕨
岡
に
あ
る
。

●
蕨
岡
に
は
高
良
神
社
も

あ
る
が
、
京
都
の
岩
清
水

神
社
の
摂
社
高
良
神
社
を

勧
奨
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。

京
都
で
は
公
家
衆
の
産
土

の
神
社
と
し
て
尊
敬
さ
れ

て
い
る
の
で
土
御
門
上
皇

が
京
都
を
偲
ん
で
の
事
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
現

在
の
高
良
神
社
の
瓦
に
は

菊
の
御
紋
が
付
与
さ
れ
て

お
り
、
明
ら
か
に
天
皇
家

と
の
関
係
を
示
し
て
い
る

が
、
詳
細
は
わ
か
ら
な
い
。

他
に
蕨
岡
に
御
在
所
跡
地

と
さ
れ
る
場
所
が
あ
る
。

●
し
か
し
幡
多
の
地
は
余

り
に
京
よ
り
遠
い
と
し
て

一
年
七
カ
月
後
に
阿
波

（
現
徳
島
県
阿
波
市
）
に

移
さ
れ
た
。
阿
波
市
内
に

は
御
所
神
社
が
３
か
所
あ

り
、
土
御
門
上
皇
が
偲
ば

れ
る
が
、
市
内
に
は
御
所

の
文
字
が
あ
ち
こ
ち
に
見

か
け
ら
れ
る
。
そ
の
十
年

後
に
土
御
門
上
皇
は
三
十

七
歳
で
崩
御
さ
れ
て
い
る
。

阿
波
市
の
御
所
神
社
に
あ

る
「
帝
王
略
記
」
に
蕨
岡

の
文
字
が
残
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

（
下
記
写
真
）

●
尚
、
承
久
の
乱
の1

5
0

年
程
前
の1

1

世
紀
後
半
、

鎌
倉
に
源
氏
の
守
り
神
の

神
社
と
し
て
創
建
さ
れ
、

以
来
、
鎌
倉
武
士
の
守
護

神
と
な
っ
た
鶴
岡
八
幡
宮

に
は
摂
末
社
の
今
宮
が
あ

り
、
承
久
の
乱
で
敗
者
と

な
っ
た
後
鳥
羽
上
皇
、
順

徳
上
皇
、
土
御
門
上
皇
の

3

人
が
祀
ら
れ
て
い
る
と

い
う
が
理
由
は
判
ら
な
い
。

●
土
御
門
上
皇
は
何
故
幡

多
の
地
を
配
流
地
と
さ
れ

た
か
は
明
か
な
根
拠
が
あ

る
。
そ
れ
は
ご
自
分
が
天

皇
の
時
代
１
２
０
７
年
に

法
然
上
人
を
幡
多
に
流
罪

を
命
じ
て
い
る
。
途
中
で

讃
岐
に
変
更
さ
れ
た
が
、

そ
の
時
の
幡
多
の
記
憶
が

自
ら
の
配
流
地
を
決
定
さ

せ
た
と
思
わ
れ
る
。
朝
廷

対
武
家
政
権
の
抗
争
で
敗

者
の
皇
族
が
流
罪
地
に
幡

多
を
選
ん
だ
最
初
で
あ
る
。
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幡多には何故か皇族が二度配流されている！

鎌
倉
幕
府
に
反
旗
の
度
に
幡
多
に
配
流
？

承
久
の
乱



〇
１
３
３
１
年
元
弘
の
乱

●
元
弘
の
乱
（
げ
ん
こ
う

の
ら
ん
）
は
、
鎌
倉
時
代

最
末
期
、
元
徳3
年4
月2

9

日
（13

31

年6

月5
日
）

か
ら
元
弘3

年6

月5
日

（1
3
3
3

年7

月1
7

日
）

に
か
け
て
、
鎌
倉
幕
府
打

倒
を
掲
げ
る
後
醍
醐
天
皇

の
勢
力
と
、
幕
府
及
び
北

条
高
時
を
当
主
と
す
る
北

条
得
宗
家
の
勢
力
の
間
で

行
わ
れ
た
全
国
的
内
乱
。

●
元
弘
元
年
（13

3
1

年
）

に
発
生
し
た
元
弘
の
乱
で

は
尊
良
親
王
は
父
・
後
醍

醐
天
皇
と
共
に
笠
置
山
に

赴
い
た
が
、
同
城
が
落
ち

る
前
に
楠
木
正
成
の
立
て

こ
も
る
下
赤
坂
城
に
移
っ

た
。
し
か
し
、1

0

月3

日
、

尊
良
親
王
は
幕
府
軍
に
捕

ら
え
ら
れ
、
佐
々
木
大
夫

判
官
の
預
か
り
の
身
と
な
っ

た
。
同
月1

0

日
に
検
知
を

受
け
、1

2

月2
7

日
に
土

佐
へ
の
流
罪
の
判
決
が
下

り
、
翌
年3
月8
日
に
京
都

を
出
立
し
て
土
佐
の
畑
の

庄
へ
に
流
さ
れ
た
。
同
時

に
こ
の
時
後
醍
醐
天
皇
は

隠
岐
へ
流
罪
と
な
っ
た
。

何
故
土
佐
に
配
流
と
な
っ

た
の
か
理
由
は
判
ら
な
い
。

決
定
し
た
の
は
北
条
政
権

で
あ
り
、
百
年
前
の
土
御

門
上
皇
の
配
流
の
例
を
参

照
し
た
か
わ
か
ら
な
い
が

皇
族
が
こ
の
地
に
配
流
さ

れ
る
二
例
め
と
な
っ
た
。

●
そ
の
土
佐
に
は
「
黒
潮

町
有
井
川
」
と
「
四
万
十

市
下
田
」
の2

ヶ
所
に
尊

良
親
王
の
足
跡
が
残
さ
れ

て
い
る
。
最
初
に
有
井
川

に
上
陸
し
た
の
が
３
月
下

旬
、
下
田
に
貴
船
神
社
を

勧
奨
し
て
部
下
の
一
人
を

神
職
と
命
じ
た
の
が
７
月

２
８
日
と
貴
船
神
社
の
記

録
に
在
る
。
従
っ
て
尊
良

親
王
は
順
序
と
し
て
有
井

川
経
由
で
下
田
に
上
陸
し

た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

●
有
井
川
で
の
尊
良
親
王

は
最
初
は
有
井
庄
司
の
館

に
迎
え
ら
れ
、
次
に
大
平

弾
正
の
館
に
移
り
、
ほ
ど

な
く
米
原
に
御
在
所
を
移

し
て
い
る
の
で
、
北
条
方

か
ら
攻
め
ら
れ
て
い
た
。

そ
れ
を
何
と
か
二
人
の
忠

臣
が
御
守
を
し
た
。
単
な

る
配
流
な
ら
尊
良
親
王
の

館
を
移
す
こ
と
は
な
い
。

数
か
月
後
に
尊
良
親
王
が

有
井
川
を
出
立
す
る
時
、

親
王
は
切
に
有
井
庄
司
に

京
迄
同
道
す
る
よ
う
に
願
っ

た
と
い
う
。
有
井
庄
司
は

年
齢
を
理
由
に
お
断
り
を

し
た
が
、
後
に
親
王
が
京

に
帰
着
し
た
後
に
、
有
井

庄
司
の
訃
報
を
聞
い
て
、

い
た
く
悲
し
み
、
五
輪
の

供
養
塔
を
造
ら
せ
て
有
井

川
に
官
船
で
届
け
た
と
い

う
。
そ
の
五
輪
の
供
養
塔

が
今
も
有
井
家
の
墓
所
に

現
存
し
て
い
る
。
過
去
の

歴
史
上
皇
族
が
戦
の
た
め

に
地
方
に
赴
く
こ
と
は
少

な
か
ら
ず
あ
り
、
そ
の
地

の
忠
臣
に
世
話
に
な
っ
た

例
は
あ
っ
た
と
思
う
が
、

そ
の
忠
臣
の
墓
碑
を
京
都

か
ら
運
ん
で
手
向
け
る
と

い
う
前
例
は
皆
無
だ
と
思

わ
れ
る
の
で
、
有
井
庄
司

の
墓
碑
は
唯
一
無
二
の
存

在
の
は
ず
。
そ
れ
だ
け
有

井
川
で
の
戦
い
は
親
王
と

し
て
も
い
た
く
心
を
痛
め

て
お
ら
れ
た
事
を
示
し
て

お
り
暗
殺
さ
れ
か
か
っ
た

事
実
を
指
し
示
し
て
い
る

と
判
断
し
て
良
い
。
他
に

こ
の
件
の
文
献
が
あ
る
が

暗
殺
説
の
視
点
は
無
い
。
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元
弘
の
乱

暗
殺
予
定
か
？



●
尊
良
親
王
は
有
井
川
を

発
っ
て
下
田
に
上
陸
さ
れ

た
際
に
御
座
船
の
守
り
神

と
し
て
京
都
鞍
馬
の
貴
船

神
社
を
勧
奨
し
た
と
さ
れ

そ
の
船
が
接
岸
し
た
下
田

に
大
祖
神
と
し
て
貴
船
神

社
を
奉
っ
た
と
さ
れ
る
。

●
左
記
の
文
献
が
下
田
の

貴
船
神
社
の
神
官
の
宮
畑

家
に
伝
わ
っ
て
い
る
。

尊
良
親
王
が
１
３
３
２
年

七
月
二
十
七
日
長
崎
刑
部

左
衛
門
を
貴
船
神
社
の
神

職
に
命
じ
て
い
る
。
そ
の

子
孫
の
宮
畑
家
が
代
々
貴

船
神
社
の
神
職
を
務
め
連

綿
と
職
責
を
全
う
し
た
。

昭
和
２
３
年
に
な
り
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
水
泳
選
手
宮
畑

虎
夫
氏
が
出
て
宮
畑
家
は

神
職
を
辞
し
た
が
六
百
年

に
渡
っ
て
責
任
を
果
た
し

た
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
事

で
は
な
い
か
。
宮
畑
虎
夫

氏
は
日
本
水
連
の
役
員
と

し
て
活
躍
し
、
中
村
市
名

誉
市
民
に
な
っ
て
い
る
。

●
尊
良
親
王
に
つ
い
て
は
、

史
跡
が
下
田
と
有
井
川
、

即
ち
四
万
十
市
と
黒
潮
町

と
に
あ
る
。
こ
れ
を
行
政

の
枠
を
超
え
て
歴
史
的
な

検
証
が
必
要
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
日
本
史
に
於

け
る
鎌
倉
幕
府
の
崩
壊
と

天
皇
親
政
を
望
む
朝
廷
と

の
政
権
争
い
の
事
件
の
一

幕
が
こ
の
地
で
展
開
さ
れ

て
い
た
と
い
う
認
識
が
各

行
政
で
な
さ
れ
て
い
な
い
。

四
万
十
市
史
の
記
述
に

「
下
田
の
歴
史
尊
良
親
王

か
ら
始
ま
る
」

と
記
述
し
て

欲
し
い
も
の
で
あ
る
。

●

左
記
の
「
描
か
れ
た
土

佐
之
浦
々
」
に
よ
る
と
、

下
田
は
渡
川
（
四
万
十
川
）

の
河
口
に
あ
り
、
港
の
水

深
は
深
く
、
大
型
船
が
寄

港
し
や
す
い
港
で
、
漁
港

で
は
な
く
物
資
の
中
継
基

地
と
し
て
栄
え
て
い
た
。

船
主
が
廻
船
業
兼
務
の
大

型
商
人
が
生
ま
れ
、
江
戸

中
期
以
降
下
田
は
大
い
に

繁
盛
し
た
。
木
炭
や
木
材

を
高
知
、
大
坂
、
江
戸
に

運
び
、
帰
り
便
で
物
資
を

仕
入
れ
て
中
村
の
商
人
に

転
売
す
る
船
主
が
出
現
し

て
下
田
に
は
造
船
業
と
運

搬
業
で
大
繁
盛
の
港
と
な
っ

た
。
遡
れ
ば
こ
れ
も
偏
に

尊
良
親
王
と
貴
船
神
社
の

お
陰
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

戦
後
物
流
の
流
れ
が
大
き

く
変
っ
て
し
ま
っ
た
。

●
「
樋
口
真
吉
の
写
真
を

め
ぐ
る
話
題
」
と
い
う
渋

谷
雅
之
先
生
の
資
料
が
見

つ
か
っ
た
の
で
、
拝
借
し

て
ご
紹
介
し
ま
す
。

●
樋
口
真
吉
の
写
真
は
２

枚
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、

も
う
⒈
枚
は
桑
原
戒
平
の

「
樋
口
先
生
」
に
載
っ
た

写
真
が
あ
る
。
説
明
次
頁

●
左
記
の
写
真
は
最
も
よ

く
見
る
１
枚
で
下
岡
蓮
杖

が
横
浜
に
店
を
構
え
た
時
、

真
吉
が
会
津
戦
争
を
終
え

て
土
佐
に
横
浜
か
ら
帰
還

す
る
際
に
撮
影
し
た
も
の

だ
と
さ
れ
て
る
。
脇
に
連

発
銃
が
写
っ
て
い
る
の
で

そ
れ
と
わ
か
る
。

下
岡
蓮
杖
は
日
本
の
写
真

術
の
先
駆
者
の
一
人
で

静
岡
県
下
田
の
出
身
で
、

横
浜
で
米
国
人
写
真
師
運

シ
ン
か
ら
「
湿
板
写
真
術
」

を
学
び
、
文
久
二
年
、
長

崎
の
上
野
彦
馬
と
ほ
ぼ
同

時
期
に
横
浜
で
写
真
館
を

開
業
し
、
後
に
浅
草
に
移
っ

た
と
い
う
。
樋
口
真
吉
の

写
真
を
写
し
た
慶
応
四
年

は
下
岡
蓮
杖
写
真
館
の
最

盛
期
だ
と
書
か
れ
て
い
る
。

真
吉
の
写
真
の
２
枚
目
は

京
都
の
堀
与
兵
衛
祇
園
店

で
の
１
枚
で
、
左
記
の
記

事
に
は
真
吉
の
名
前
は
な

い
も
の
の
背
景
下
部
の
模

様
が
堀
与
兵
衛
の
模
様
と

同
じ
で
あ
る
と
判
る
。
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樋
口
真
吉
の
写
真
を
め
ぐ
る
話
題

下
田
の
歴
史
は
尊
良
親
王
か
ら
始
ま
っ
た
。

下
岡
蓮
杖
の
写
真



●
中
浜
万
次
郎
（
幕
臣
）

写
真
店
で
は
な
い
が
、
万

次
郎
も
写
真
を
沢
山
残
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

安
政
七
年1

8
6
0

万
次
郎

は
咸
臨
丸
で
渡
米
し
た
時
、

母
親
の
写
真
を
撮
影
し
た

い
思
い
で
米
国
滞
在
中
に

写
真
師
に
就
い
て
撮
影
の

実
習
を
受
け
、
写
真
機
と

撮
影
用
材
料
を
大
量
に
購

入
し
て
帰
国
し
た
。

万
次
郎
の
写
真
は
現
物
以

上
に
彼
の
広
い
人
脈
の
人

物
が
残
し
た
日
記
な
ど
に

万
次
郎
に
写
真
を
撮
っ
て

も
ら
っ
た
と
い
う
記
事
が

随
所
に
残
さ
れ
て
い
た
。

万
次
郎
の
写
真
絡
み
で
彼

の
人
脈
も
見
え
て
く
る
。

★
吉
田
東
洋
（
土
佐
藩
家
老
）

江
戸
で
撮
影
な
ら
土
佐
藩

の
執
政
に
就
く
前
江
戸
滞

在
時
の
撮
影
に
な
る
。

★
高
島
秋
帆
（
長
崎
砲
術
家
）

長
崎
出
身
の
砲
術
家
で
ア

ヘ
ン
戦
争
後
幕
府
に
火
砲

の
近
代
化
を
訴
え
る
意
見

書
を
提
出
、
江
戸
で
一
大
砲

術
演
習
を
行
っ
た
。
東
京

高
島
平
は
そ
の
演
習
地
の

名
前
の
名
残
り
で
あ
る
。

★
江
川
太
郎
左
衛
門

伊
豆
韮
山
代
官
で
反
射
炉

を
造
っ
た
人
物
。
海
防
に

詳
し
い
の
で
幕
府
に
呼
ば

れ
品
川
台
場
を
構
築
し
た
。

万
次
郎
の
上
司
で
あ
っ
た
。

江
川
太
郎
左
衛
門
の
屋
敷

で
撮
影
だ
と
判
る
。
太
郎

左
衛
門
は

万
次
郎
の
仲
人

で
も
あ
る
。

★
大
鳥
圭
介
（
幕
臣
）

洋
学
者
・
医
者
・
兵
学
者

で
あ
り
、
幕
府
に
フ
ラ
ン

ス
式
兵
制
を
導
入
さ
せ
た
。

★
寺
村
左
膳
道
成

土
佐
藩
家
老
・
土
佐
藩
の

動
き
に
し
ば
し
ば
登
場
す

る
が
、
彼
の
日
記
に
「
文

久
二
年
十
一
月
二
日
今
日

中
浜
万
次
郎
被
召
、
御
前

二
而
写
真
被
仰
付
候
、
左

膳
二
枚
写
ス
」
と
あ
る
か

ら
容
堂
公
が
江
戸
土
佐
藩

邸
上
屋
敷
に
万
次
郎
を
呼

び
写
真
を
撮
ら
せ
た
際
、

寺
村
左
膳
も
２
枚
写
真
を

写
し
た
と
記
載
し
て
い
る
。

●
樋
口
真
吉
の
３
枚
目
の

写
真
は
桑
原
戒
平
「
樋
口

先
生
」
に
掲
載
、
維
新
前

数
年
の
撮
影
と
あ
る
も
何

処
で
撮
影
し
た
か
不
明
。

●
十
一
月
十
四
日
（
金
）

は
真
吉
の
生
誕
の
日
で
す
。

有
志
で
墓
参
に
行
き
ま
す
。

●
十
一
月
三
日
は
第
２
１

回
樋
口
真
吉
杯
幡
多
剣
道

大
会
が
四
万
十
市
武
道
館

で
あ
り
ま
す
。
是
非
応
援

に
来
て
く
だ
さ
い
。

●
尊
良
親
王
の
記
事
を
、

n
o
-
t
e

に
載
せ
た
ら
断
ト

ツ
で
読
ま
れ
て
い
ま
す
。

多
分
暗
殺
説
を
書
い
た
の

が
原
因
か
と
想
定
し
て
い

ま
す
が
、
果
た
し
て
こ
の

仮
説
は
正
し
い
か
気
に
な
っ

て
植
田
顧
問
と
野
村
理
事

を
誘
っ
て
尊
良
親
王
が
逃

れ
た
山
奥
の
地
米
原
を
確

認
に
行
っ
て
き
た
。
す
る

と
前
回
は
見
過
ご
し
た
山

の
上
に
「
尊
良
親
王
宮
跡
」

の
記
念
碑
を
発
見
、
暗
殺

説
は
間
違
い
な
い
と
納
得

出
来
た
次
第
で
す
。

第032号 ホームページ https://www.sinkiti.com/ 樋口真吉顕彰会・会報誌 令和7年10月20日(2025年)

編
集
後
記

万
次
郎
の
写
真


